
 

船舶インシデント調査報告書 

令和６年４月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（燃料供給不能） 

発生日時 令和５年９月２３日 ０７時４０分ごろ 

発生場所 播磨灘
は り まな だ

の播磨灘北航路第８号灯浮標付近 

 広畑東防波堤灯台から真方位１７１°３.０海里付近 

 （概位 北緯３４°４２.９′ 東経１３４°３８.１′） 

インシデントの概要  遊漁船ブルーメテオは、航行中、船外機が停止して運転できなくな

り、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和５年１１月９日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

遊漁船 ブルーメテオ、５トン未満（長さ５.６２ｍ） 

２９０－５３７７４兵庫、個人所有 

 ガソリン機関、船外機、４サイクル、出力５１.５０kＷ、回転数毎

分５,５００、使用燃料ガソリン、４気筒、ボア７５.０mm、平成 

３１年１月機関製造、平成１２年４月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客１人を乗せ、釣り場に向け

て航行中、船外機が停止した。 

 船長は、船外機を始動しようとしたが、セルモーターは回るものの

始動しなかったので運航不能と判断し、１１８番通報して救助を要請

した。 

本船は、来援した巡視艇により兵庫県姫路市網干
あ ぼ し

区所在のマリーナ

へえい
．．

航された。 

整備業者は、本インシデント後に本船の船外機を点検した結果、平

成３１年２月ごろに新替えされてからの使用時間が約４,５００時間

に達していて、燃料高圧ポンプ内モーターのカーボンブラシが長時間

の使用により摩耗して通電しなくなり、燃料高圧ポンプが作動せず燃

料が供給されなくなっていることを確認した。 

整備業者は、令和５年６月ごろ船長から船外機の定期点検を依頼さ

れた際、燃料系統に異常は見当たらなかったので、燃料高圧ポンプの

内部は点検しなかった。 

分析  本船は、船外機の使用時間が約４,５００時間に達していた状況

下、航行中、燃料高圧ポンプ内モーターのカーボンブラシが長時間の



 

使用により摩耗して通電しなくなったことから、燃料高圧ポンプが作

動しなくなって燃料が供給されなくなり、船外機が停止して運航不能

になったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、船外機の使用時間が約４,５００時間

に達していた状況下、航行中、船外機の燃料高圧ポンプ内モーターの

カーボンブラシが長時間の使用により摩耗して通電しなくなったた

め、燃料高圧ポンプが作動しなくなって燃料が供給されなくなり、船

外機が停止したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、長時間使用した船外機の定期点検の際、燃料高圧ポンプ

内部の点検も整備業者に依頼し、部品の摩耗等が認められる場合

には、修理又は交換すること。 

 


